
シルバー人材センター入会説明会資料 

  

1. 入会説明会資料 
2. 入会申込書 
3. 就業承諾書兼家族の同意書 
4. 自動払込利用申込書 
5. 希望する仕事の事例一覧表 
6. 資格・免許・趣味コード 
7.   こしがやシルバーだより 

公益社団法人越谷市シルバー人材センター 



説明内容 １  （センター事業の紹介） 

 

P.  3   シルバー人材センターの概要 

P.  8 会員になれる方 

P.10 会員としての就業から配分金の受取まで 

P.12   説明会参加から登録まで 

公益社団法人越谷市シルバー人材センター １ 



説明内容 ２  （登録会について）  

P.14 入会申込書の記入のしかた 

P.15 就業承諾書兼家族の同意書の記入について 

P.16   自動払込利用申込書の記入のしかた 

    （郵便局へ提出し、確認印の控えを持参） 

P.17 研修会・登録会について その１（日程） 

P.18         〃          その2（持ち物） 

 

公益社団法人越谷市シルバー人材センター ２ 



シルバー人材センターの概要 
～ シルバー人材センターってどんな組織？ ～ 

３ 公益社団法人越谷市シルバー人材センター 

 

シルバー人材センターでは、６０歳以上の方たちのそ
れぞれのライフスタイルに合わせた就業になります。 
 
 ・ 「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な就業」 
   を提供するとともに、 
 ・ ボランティア活動をはじめとする様〄な社会参加 
   を通じて、 
 ・ 高齢者の健康で生きがいのある生活の実現と福 
   祉の向上及び地域社会の活性化に貢献する。 

①設立の趣旨 



シルバー人材センターの概要 
～ シルバー人材センターってどんな組織？ ～ 

４ 公益社団法人越谷市シルバー人材センター 

 
公益社団法人とは、利益を追求しない法人であり、法に定
める公益目的事業を中心に事業を行っているとして、国から
認定を受けた社会的に信用性の高い団体です。 

  

・ 定款第３条（目的） 
  センターは、社会参加意欲のある健康な高齢者に対し、 
  地域社会と連携しながら、その希望に応じた就業並びに 
  社会奉仕等の活動機会を確保するとともに、生きがいの 
  充実及び福祉の推進を図り、高齢者の知識、経験及び 
  能力等を活かした活力ある地域社会づくりに寄与するこ 
  とを目的とする。 

②公益社団法人 



シルバー人材センターの概要 
～ シルバー人材センターってどんな組織？ ～ 

５ 公益社団法人越谷市シルバー人材センター 

 

 自主・自立、共働・共助はシルバー人材センターの
基本理念になります。 
 
 ・ 【自主・自立】とは、会員自ら組織や事業運営（総 
   会、理事会、部会、委員会等）について、積極的 
   に参画すること 
 ・ 【共働・共助】とは、お互いに助けあいながら仕事 
   をすること 
 ・ 市民まつり・産業フェスタ等イベントへの参加 
   （自由参加） 

③自主的な会員組織 



公益社団法人越谷市シルバー人材センター 

 
 
 ・ 発注者との雇用関係はなく、労災等の適用はあ 
   りません（労働者派遣事業を除く）  
 ・ 就職ではなく会員組織であり、シルバー団体傷 
   害保険に加入しております。 
 ・ ワークシェアが基本（仕事の分かち合い） 
 ・ 就業基準に関する規則により、継続で同一箇所 
   での仕事の場合は原則最長３年 

④雇用によらない仕事の紹介 
（請負、委任による仕事） 

シルバー人材センターの概要 
～ シルバー人材センターってどんな組織？ ～ 

６ 



シルバー人材センターの概要 
～ シルバー人材センターってどんな組織？ ～ 

７ 公益社団法人越谷市シルバー人材センター 

 
 
 ・ 派遣元（県シルバー人材センター連合及び当セ 
   ンター）と派遣会員との間に雇用関係が生じま 
   す。 
   したがって、労災保険等の適用があります。 
 ・ 派遣会員は、派遣先の指揮命令により社員と混 
   在して就業いたします。 

⑤雇用による仕事の紹介 
（労働者派遣事業） 



会員になれる方 

公益社団法人越谷市シルバー人材センター 

 
８ 

 

• センターの目的に賛同し、その事業を理解
している方 

• 越谷市に居住の６０歳以上の健康で働く意
欲のある方 

• 臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽
易な業務に係る就業及び社会奉仕活動等
を通じて、自らの生きがいの充実や社会参
加を希望する方 

 

①正会員の条件 

     ※ 原則概ね週２０時間未満、月１０日程度の就業となります。 
     生活を維持するための働き方ではなく生活をエンジョイする働き方になります。 



会員になれる方 

公益社団法人越谷市シルバー人材センター ９ 

•理事会の承認を得た方 

•年会費２,４００円（月額２００円）を納
入した方。（年度途中の加入者は、 
年度末までの月数×200円） 

 

 

②正会員の条件 

※年会費は保険料・通信費に充当します。 
※年度途中で退会した場合、会費の返却はございません。 



会員としての就業から配分金の受取まで 

 会  員 
 

発 注 者 
 

公共機関 
民間企業 
一般家庭 

 
越谷市 
シルバー 

人材センター 
（事務局） 

 

②仕事の紹介 

④下見・打合せ結果報告 

⑦ 就業報告書提出 

⑨配分金支払い 

１０ 公益社団法人越谷市シルバー人材センター 

（翌月末払い） 



   会員の就業の対価であり、

すべて、センターから会員
に支払われるお金 

     受注のための諸経費を受

益者負担の形で、発注者
から徴するお金 

配分金と事務費 
  

【 センターは非営利団体です。】 

契 約 金（発注者支払額） 

配 分 金（100％） 
事
務
費 

公益社団法人越谷市シルバー人材センター 

・配分金とは・・・ ・事務費とは・・・ 

 
１１ 

 

材料費 
(実費相当額） 



入会説明会から登録まで 

入会説明会への参加 

シルバー事業の理解 

基礎研修会・登録会への参加 

研修の受講、必要書類の提出と個別面談 

理事会の承認（定款第６条） 
入会決定通知・会員証の送付 

会員として登録（翌月１日付け） 

１２ 公益社団法人越谷市シルバー人材センター 

会費引落し（翌月１０日） 



㊙ 

入会申込書は、皆様の大切な個人情報を
記入していただきますので、取り扱いには
十分配慮いたします。 
 

正しくご記入くださいますようお願いいたし
ます。 

公益社団法人越谷市シルバー人材センター １３ 



公益社団法人越谷市シルバー人材センター 

【入会申込書】   ※記入漏れがないかご確認ください 

１４ 



本人と同意者がそれぞれ自署 

また、異なる印を押してください 

※ボールペンで記入してください 

公益社団法人越谷市シルバー人材センター 

シャチハタは使用不可 

１５ 

申込日を書く 



太枠のところを記入 

越 
谷 

    

１６ 公益社団法人越谷市シルバー人材センター 

記入しないでください 

登録会参加の
翌月を記入 

会費引き落とし及び配分金受取のための手続き書類 

郵便局の
窓口で 
手続き 

「お客様控」をもらう 

！ 

登録会に参加 
１．取引先金融機関はゆうちょ銀行のみです。 
２．ゆうちょ銀行に口座がない場合は口座の      
  開設をお願いいたします。 



研修会・登録会について （日程） 

１ 研修会・登録会      月     日（    ）  １３ 時 ３０ 分から 
  
     越ケ谷地区センター（越谷市中央市民会館 ３階）  大会議室                       

１７ 公益社団法人越谷市シルバー人材センター 

※時間厳守 

 
※ 当該月の登録会から２ヶ月先の登録会まで有効 
  (例： 4月の説明会を受けた場合は、６月の登録会まで） 
 
  期限を過ぎた場合は入会説明会から受講していただきます。   



登録会について （持ち物） 

確認欄   

    １ 入会申込書 

    ２ 就業承諾書兼家族の同意書（記名・押印） 

    ３ 自動払込利用申込書（お客様控え）・・・郵便局で事前に手続きを済ませる 

    ４ 本人確認できる書類をA４でコピーしたものを提出 

      （マイナンバーカードや健康保険証または運転免許証をA4サイズでコピー） 

    ５ 写真・・・２枚（ 運転免許証用：３cm×２.４cm  ３か月以内に撮影のもの） 

      ※２枚とも裏面に氏名を記入し、１枚は入会申込書に貼付、 もう１枚は提出 

      ※スナップ写真は不可。背景は無地・正面向き・脱帽の写真    

    ６ ハンコ（シャチハタ以外のもの） 

    ７ 筆記用具（鉛筆・消しゴム・ボールペン） 

１８ 公益社団法人越谷市シルバー人材センター 

忘れ物がないように、必ず確認してからご参加ください。 
 

登録会の最後にお一人ずつ写真を撮ります。   


